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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 

Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

 

ｚ 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

年
末
か
ら
続
い
た
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
が
よ
う
や
く
収
ま

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
無
理
を

さ
れ
た
社
員
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
今
後
も
体
調
管
理
に

気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。 

一
昨
年
９
月
に
会
社
は

「
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
た

労
働
条
件
の
見
直
し
」（
案
）

を
提
案
し
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
も
こ
の
提
案
に
対
す

る
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
の
取
り
組

み
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ん
の
協
力
も
あ
り
、

見
直
し
提
案
に
つ
い
て
、
最

高
裁
判
決
を
骨
抜
き
に
し
た

よ
う
な
部
分
を
押
し
戻
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
今
年
の

春
闘
で
は
再
提
案
と
い
う
形

で
焦
点
と
な
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。 

会
社
は
社
員
や
労
働
組
合

な
ど
の
反
対
が
な
く
な
れ
ば

労
働
条
件
改
悪
に
踏
み
込
ん

で
く
る
も
の
で
す
。
会
社
が

諦
め
る
ま
で
粘
り
強
く
運
動

を
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
「
郵
政

に
働
く
非
正
規
社
員
の
均
等

待
遇
と
正
社
員
化
を
求
め
る

要
請
署
名
」
を
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
署
名
の
表
題
は
「
非

正
規
社
員
の…

」
で
す
が
、

非
正
規
社
員
の
待
遇
改
善
こ

そ
が
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
で

働
く
全
て
の
社
員
の
待
遇
改

善
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

２
３
春
闘
期
に
会
社
側
か

ら
再
提
案
さ
れ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
「
夏
期
１
日
、

冬
期
１
日
を
削
減
す
る
な
ど

の
夏
期
冬
期
休
暇
の
見
直

し
」
を
許
さ
な
い
た
め
に
も
、

今
回
と
り
く
む
署
名
は
極
め

て
重
要
と
な
り
ま
す
。 

近
年
の
処
遇
改
善
は
、
最

高
裁
判
決
に
基
づ
く
画
期
的

な
成
果
で
あ
り
運
動
と
た
た

か
い
に
よ
っ
て
切
り
開
い
て

き
た
も
の
で
す
。 

２
３
春
闘
で
は
、
３
年
で

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社
員
後
、
ア

ソ
シ
エ
イ
ト
社
員
か
ら
２
年

で
正
社
員
を
希
望
す
る
社
員

全
員
を
正
社
員
へ
採
用
（
登

用
）
す
る
こ
と
な
ど
、
さ
ら

な
る
前
進
の
た
め
の
重
要
な

と
り
く
み
と
な
り
ま
す
。 

２
３
春
闘
時
期
の
第
一
波

行
動
と
し
て
、「
郵
政
に
働
く

非
正
規
社
員
の
均
等
待
遇
と

正
社
員
化
を
求
め
る
本
社
前

要
請
行
動
」
で
署
名
提
出
を

取
り
組
み
ま
す
。 

左
に
要
請
署
名
の
見
本
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。
取
り
組

み
期
間
は
２
月
２
０
日
ま

で
で
す
。
支
部
組
合
員
が

署
名
用
紙
を
お
持
ち
し
ま

す
。
皆
さ
ん
に
も
ご
理
解

を
い
た
だ
き
、
署
名
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 
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期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。 

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。 

郵政に働く非正規社員の均等待遇と正社員化を求める要請署名 

日本郵政グループ各社及び関連会社では、約１８万人の非正規社員が

事業に不可欠な社員として働いています。 

郵政労働契約法２０条裁判では、２０２０年１０月１５日の最高裁で扶養手当、

年末年始勤務手当、年始期間における祝日割増、無給の病気休暇、夏期冬

期休暇について不合理で違法と判断されました。最高裁判決をうけて、

勤続３年で無期転換のアソシエイト社員、そしてアソシエイト社員には有

給の病気休暇制度が実現しました。これらは、均等待遇実現に向けた大き

な前進と受け止めています。しかし、有給の病気休暇はすべての非正規

社員にも適用する必要があること、正社員と同一の夏期冬期休暇を実現

すること、非正規社員にも住居手当を実現することなど、最高裁判決を

職場で実現することへの課題は山積しています。さらに、賞与の格差是

正は、高裁判決で認められませんでしたが、２０２０年施行の「働き方改革」

関連法の「同一労働同一賃金」のガイドラインでは、「労働者の貢献に応じ

て支給するものについて、また、一定の相違がある場合はその相違に応

じた賞与を支給すべき」としています。日本郵政グループ各社は、正社員

との年収格差や待遇格差となっている賞与についても是正を行なうべ

きです。 

「人手不足」等で地域・利用者への深刻なサービスの低下が懸念される

一方、ＪＰビジョン２０２５において日本郵政グループで３５０００人の要員削

減が計画されることに非正規社員の雇用不安への声が広がっています。 

いまこそ、多くの非正規社員が働く企業として、均等待遇と希望する非

正規社員全員の正規社員への転換、すべての非正規社員が将来に希望

を持ち働きつづけられるよう、以下の要請項目の実現を強く求めます。                             

（一部抜粋） 

 

（要請項目） 

 

１．期間雇用社員契約更新３年でアソシエイト社員とし、アソシエイト社員か

ら２年で正社員を希望する社員全員を正社員へ採用（登用）すること 

２．正社員へは公正・公平な採用（登用）を行うとともに、単年度の登用数を

大幅に拡大すること 

３．時給制契約社員の最低賃金を全国どこでも時給１５００円以上にするこ

と 

４．正社員との格差がある一時金、諸手当、福利厚生面などを是正するこ

と 


